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立及び施行令・施行規則案の公表を受けて） 
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はじめに 

 デジタルプラットフォームにおける取引の適正化に向けた動きが加速しています。昨年は、特定デジタルプラ
ットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律（以下「取引透明化法」といいます。）が 2021年 2月 1
日に施行されましたが、これにあわせて、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法
律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令（以下「政令」といいます。）及び特定デジタルプラットフォ
ームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則（以下「規則」といいます。）が施行されました。 
 また、新たに、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律（以下「取引デジ
タルプラットフォーム法」といいます。）が 2021年 4月 28日に成立し、同年 5月 10日に公布され、2021年
12月 17日に取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行令案（以下「施行
令案」といいます。）及び取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則案
（以下「施行規則案」といいます。）が公表され、パブリックコメントの手続に付されました 1。 
 本稿では、取引透明化法の政令・施行規則の概要と、取引デジタルプラットフォーム法の概要について、施行
令案及び施行規則案の内容にも言及しつつ、紹介することとします。 
 

デジタルプラットフォーム取引透明化法の施行 

 取引透明化法の概要については、NO&T Technology Law Update No.1をご参照ください。本稿では、政令及
び規則の内容のうち、特に留意すべきポイントを紹介します。なお、一部、取引透明化法において定義された用
語を用いています。 
 

1. 政令 

 政令は、取引透明化法第 4 条第 1 項に基づき、同法の適用対象となるデジタルプラットフォームの規模を定め
るものです。政令では、①いわゆる総合物販オンラインモール 2のうち、前年度の国内売上総額が 3000 億円以上
                             
1 取引デジタルプラットフォーム法は、公布の日から 1年以内に施行されるものとされています。 
2 商品等提供利用者が一般利用者に対して商品等（法第 2条第 1項に規定する商品等をいう。以下同じ。）を提供する事業であって、
次のいずれにも該当するものをいうとされる。 

https://www.noandt.com/publications/publication19916/
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であること、②いわゆるアプリストア 3のうち、前年度の国内売上総額が 2000 億円以上であることと定められて
います。 
 

2. 規則等 

(1) 届出 
 政令で定められた規模を有するデジタルプラットフォーム提供者は、規則に定められた事項を経済産業大臣に届
け出なければならず（取引透明化法第 4条第 2項、規則第 4条第 1項、規則様式第一）、経済産業大臣は、これら
のデジタルプラットフォーム提供者を、デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の自主的な向上に努めるこ
とが特に必要な者として、指定することとされています（取引透明化法第 4条第 1項、指定を受けたデジタルプラ
ットフォーム提供者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」といいます。）4。 
 
(2) 提供条件等の情報開示 
 特定デジタルプラットフォーム提供者は、利用者に対して特定デジタルプラットフォームの提供条件を開示しな
ければならないとされており 5、提供条件を開示するに当たっては、当該提供条件に関する利用者の理解の増進が
図られるような方法により、これを行わなければならないとされています（取引透明化法第 5条第 1項）。規則で
その詳細が定められており、提供条件の開示は、以下の方法で行うことが必要とされています（規則第 5 条第 1
項）。 
① 利用者（特定デジタルプラットフォームを利用するものに限り、当該特定デジタルプラットフォームを利用し
ようとするものを含む。以下同じ。）にとって明確かつ平易な表現を用いて記載すること。 
② 利用者が特定デジタルプラットフォームの利用開始前及び利用中において、いつでも容易に参照可能であるこ
と。 
 また、提供条件が日本語で作成されていないものであるときは、当該提供条件の日本語の翻訳文を付さなければ
ならないとされていることにも留意が必要です（規則第 5条柱書及び第 2項）。 
 
(3) 提供条件の変更内容の開示期限 
 特定デジタルプラットフォーム提供者は、商品等提供利用者に対する当該特定デジタルプラットフォームの提供
条件を変更する場合は、その内容及び理由を開示しなければならないとされていますが（取引透明化法第 5条第 4
項第 1 号）、その開示の期限について、①商品等提供利用者が当該行為により生じる作業又は調整のために 15 日
より長い日数を要することが見込まれるものについては、当該作業又は調整のために要すると見込まれる合理的な
日数を確保した日までに、②それ以外の変更については、15 日前の日までに、開示しなければならないとされま
した（規則第 10条第 1項第 1号及び第 2号）。また、継続して当該特定デジタルプラットフォームを利用する商
品等提供利用者に対する当該特定デジタルプラットフォームの提供を拒絶する場合には、30 日前までに、その旨
及びその理由を開示しなければならないとされました（取引透明化法第 5 条第 4 項第 2 号、規則第 10 条第 1 項
                             
イ 商品等提供利用者が主として事業者であり、かつ、一般利用者が主として事業者以外の者であること。 
ロ 広く消費者の需要に応じた商品等を提供するものであって、当該商品等に食料品、飲料及び日用品が含まれていること。 
ハ 商品等の提供価格その他当該商品等に関する情報を一般利用者に対して表示して行うものであること。 
3 商品等提供利用者が一般利用者に対してソフトウェア（携帯電話端末又はこれに類する端末において動作するものに限る。以下同
じ。）を提供する事業及び当該ソフトウェアにおける権利を販売する事業であって、次のいずれにも該当するものをいうとされる。 
イ 商品等提供利用者が主として事業者であり、かつ、一般利用者が主として事業者以外の者であること。 
ロ 広く消費者の需要に応じたソフトウェアを提供するもの及び当該ソフトウェアにおける権利を販売するものであって、当該ソフト
ウェアに電子メールの送受信のための機能を有するもの及びインターネットを利用した情報の閲覧のための機能を有するものが含まれ
ていること。 
ハ ソフトウェアの提供価格、当該ソフトウェアにおける権利の販売価格その他当該ソフトウェア及び当該権利に関する情報を一般利
用者に対して表示して行うものであること。 
4 前述の特定デジタルプラットフォームの定義を前提として、2021年 12月現在、総合物販オンラインモールの運営事業者として
は、アマゾンジャパン合同会社、楽天グループ株式会社及びヤフー株式会社が、アプリストアの運営事業者としては、Apple Inc.及び
iTunes株式会社並びに Google LLCが特定デジタルプラットフォーム提供者として指定されています。 
5 取引透明化法第 5条第 2項に規定する事項に加えて、規則第 6条でも開示すべき事項が定められています。 
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第 3号）。 
商品等提供利用者に対する当該特定デジタルプラットフォームの提供条件は、民法の定型約款に該当する場合が

多いと思われるところ、その変更については、民法第 548 条の 4 に基づく周知に加えて、上記の期間の開示が必
要とされることになりますので、留意が必要です。 
 
(4) 特定デジタルプラットフォーム提供者が講ずべき措置 
 特定デジタルプラットフォーム提供者は、特定デジタルプラットフォーム提供者と商品等提供利用者との間の取
引関係における相互理解の促進を図るために必要な措置を講じなければならないとされていますが（取引透明化法
第 7条第 1項）、その詳細について、経済産業大臣が、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を定め
ることとされていました（同条第 2項）。この指針として、「特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利
用者との間の取引関係における相互理解の促進を図るために講ずべき措置についての指針」が公表されています。 
 

取引デジタルプラットフォーム法の概要 

1． 目的 

取引デジタルプラットフォーム法第 1条は、「取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売（略）
に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に関し取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保し、もって取
引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益を保護することを目的とする」と規定しています。取引透明
化法が、「特定デジタルプラットフォームに関する公正かつ自由な競争の促進を通じて、国民生活の向上及び国民
経済の健全な発展に寄与すること」を目的としている（取引透明化法第 1条）のに対し、取引デジタルプラットフ
ォーム法は明示的に消費者保護をその究極的な目的として打ち出している点が特徴的です。すなわち、取引透明化
法は、競争法の観点から、主として特定デジタルプラットフォーム提供者と商品等提供利用者の関係を規律してい
るのに対し、取引デジタルプラットフォーム法は、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して、販売業者等と
消費者の間の取引の場が適正に機能するために必要な措置を講ずることを求めることによって消費者保護を図る
ものであり、両法の法目的や適用場面は異なるものとなっています。 
 

2. 適用対象 

(1) 定義 
 取引透明化法第 2条第 1項で定義される「デジタルプラットフォーム」に該当するもののうち、いわゆるオンラ
インモールの機能 6又はいわゆるオークションサイトの機能 7を備えたものが「取引デジタルプラットフォーム」
に該当し、事業として、取引デジタルプラットフォームを単独で又は共同して提供する者（以下「取引デジタルプ
ラットフォーム提供者」といいます。）が規制の対象となります（取引デジタルプラットフォーム法第 2条）。 
 取引デジタルプラットフォームに該当するためには、特定商取引に関する法律（以下「特商法」といいます。）
第 2条第 2項に規定する通信販売に係る取引の場としての機能を有するものをいうものとされていることから（取
引デジタルプラットフォーム法第 1 条）、取引デジタルプラットフォーム法が対象とするのは、デジタルプラット
フォームで行われる BtoC 取引のみであり、CtoC 取引は対象とされていません。また、オンラインモールにおい
て、取引デジタルプラットフォーム提供者自身が通信販売を行う場合には、特商法による規制の対象となりますが、
取引デジタルプラットフォーム法の適用はありません（取引デジタルプラットフォーム法第 2条第 4項）。 
                             
6 当該デジタルプラットフォームを利用する消費者が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従って当該電子計算機
を用いて送信することによって、販売業者等に対し、通信販売に係る売買契約又は役務を有償で提供する契約（以下｢役務提供契約｣と
いう。）の申込みの意思表示を行うことができる機能（取引デジタルプラットフォーム法第 2条第 1項第 1号） 
7 当該デジタルプラットフォームを利用する消費者が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従って当該電子計算機
を用いて送信することによって、競りその他の政令で定める方法により販売業者等の通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手
方となるべき消費者を決定する手続に参加することができる機能（前号に該当するものを除く。）（取引デジタルプラットフォーム法第
2条第 1項第 2号） 
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(2) 取引透明化法との比較 
 上記（1）のとおり、取引透明化法におけるデジタルプラットフォームに該当するものであっても、SNSや検索
エンジンなど、オンラインモールやオークションサイトの機能を備えていないものについては、取引デジタルプラ
ットフォームには該当しないこととなります 8。 
 他方で、取引デジタルプラットフォーム提供者の要件として、取引透明化法のような売上規模要件は課されてい
ないことから、取引デジタルプラットフォームを提供する者は、その事業規模にかかわらず、取引デジタルプラッ
トフォーム提供者として取引デジタルプラットフォーム法の適用を受けることとなります。 
 

3. 規制の概要 

(1) 取引デジタルプラットフォーム提供者が講ずべき措置 
 取引デジタルプラットフォームを利用して行われる取引に関して、取引デジタルプラットフォーム提供者は以下
の措置を講ずべきものとされていますが、これらはいずれも努力義務であり、措置の具体的な内容設計及び実施に
ついては取引デジタルプラットフォーム提供者の自主的な取組に委ねられていますが 9、施行令案と施行規則案と
ともに公表された指針案 10では、望ましい取組（ベストプラクティス）の例が示されています。 
① 消費者が販売業者等と円滑に連絡することができるようにするための措置（取引デジタルプラットフォーム法
第 3条第 1項第 1号） 

② 販売業者等による商品等の販売条件又は役務の提供条件の表示に関し、消費者から苦情の申出を受けた場合に
おいて、当該苦情に係る事情の調査その他当該表示の適正を確保するために必要な措置（取引デジタルプラット
フォーム法第 3条第 1項第 2号） 

③ 必要に応じて、販売業者等に対し、所在に関する情報等、当該販売業者等の特定に資する情報の提供を求める
こと（取引デジタルプラットフォーム法第 3条第 1項第 3号） 

 また、取引デジタルプラットフォーム提供者は、講じた措置の概要及び実施の状況等について、開示するものと
されています（取引デジタルプラットフォーム法第 3条第 2項）。開示の方法や内容については内閣府令で定める
ものとされているところ、施行規則案によると、開示の方法としては、消費者が常に容易に表示することができる
ようにすることと、消費者にとって明確かつ平易な表現を用いることが必要であるとされています（施行規則案第
1条）。また、開示の内容としては、取引デジタルプラットフォーム法第 3条第第 1項に基づき講じた措置の概要
と実施状況、その他、取引デジタルプラットフォーム提供者が消費者の利益の保護のために講じた措置がある場合
には、当該措置の概要及び実施の状況とされています（施行規則案第 2 条）。これらの措置の導入が、取引デジタ
ルプラットフォームの提供条件の変更となり、民法の定型約款の変更に関する規制の対象となる場合には、民法第
548条の 4が定める周知の要件を満たすような形で開示を行うことが便宜的と思われます。 
 
(2) 消費者庁長官による利用停止等の措置の要請 
 販売業者等が、一定の重要事項 11について著しく事実に違反する表示又は優良誤認表示を行い、当該販売業者等
による当該表示の是正が期待できない場合、消費者庁長官 12は、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、取
                             
8 石橋勇輝「デジタルプラットフォームの取引における消費者保護を図る新法の概要」時の法令 2135号 27頁 
9 これは、2021年 1月 25日に公表された「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検
討会報告書」において示された、デジタルプラットフォーム企業の自主的な取組が促進されるようにするという基本的な方針によるも
のです。 
10 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第 3条第 3項に基づき取引デジタルプラットフォーム
提供者が行う措置に関して、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針(案) 
11 施行規則案第 3条では、重要事項とは、①商品又は役務の安全性の判断に資する事項、②商品、特定権利若しくは役務、販売業者
等又は販売業者等の営む事業についての国、地方公共団体その他著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与、③商品の原産地若し
くは製造地、商標又は製造者名、④商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供に係る許可、免許、資格、登録又は経験を証する事項
並びに⑤前各号に掲げるもののほか、商品の性能又は特定権利若しくは役務の内容に関する事項であって、取引デジタルプラットフォ
ームを利用して行われる通信販売に係る取引を行うか否かについての消費者の判断に通常影響を及ぼすものと定められています。 
12 取引デジタルプラットフォーム法第 4条では、内閣総理大臣が要請等を行うことができる旨を規定していますが、当該権限は、消
費者庁長官に委任されています（取引デジタルプラットフォーム法第 11条）。 
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引デジタルプラットフォームの利用の停止その他の必要な措置をとることを要請することができます（取引デジタ
ルプラットフォーム法第 4条第 1項）。また、当該要請に関しては、その旨を公表することができるものとすると
ともに、取引デジタルプラットフォーム提供者が要請に応じて措置を講じた場合には当該措置により販売業者等に
生じた損害について賠償の責任を負わない旨を定めることにより、取引デジタルプラットフォーム提供者において
任意に要請に応じるよう促すような制度設計とされています（取引デジタルプラットフォーム法第 4 条第 2 項及
び第 3項）。 
 
(3) 消費者による販売業者等情報の開示請求 
 消費者は、取引デジタルプラットフォームにおける取引に関連して発生した自己の債権（施行規則案第 4条によ
れば、債権額が 1 万円以上の債権に限定されることになります。）を行使するために確認を必要とする場合、取引
デジタルプラットフォーム提供者に対し、販売業者等に関する情報 13の開示を請求することができます（取引デジ
タルプラットフォーム法第 5 条）。このように、取引デジタルプラットフォーム法においては、限定的ではあるも
のの、消費者保護の観点から、消費者に対して民事上の請求権が付与されています。 
 

最後に 

 取引透明化法は適用対象が極めて限定的であり、取引デジタルプラットフォーム法においては取引デジタルプラ
ットフォーム提供者に努力義務を課すにとどまっています。しかし、プラットフォームビジネスの台頭により、プ
ラットフォーム提供事業者に対する規制の機運は世界的に高まっているところであり 14、取引デジタルプラットフ
ォーム法成立時の衆議院・参議院での附帯決議においても、「売主が消費者（非事業者である個人）であるＣtoＣ
取引の『場』となるデジタルプラットフォームの提供者の役割について検討を行い、消費者の利益の保護の観点か
ら、必要があると認めるときは、法改正を含め所要の措置を講ずること」などとする附帯決議がされました。 
今年の早い時期には取引デジタルプラットフォーム法が施行されることになりますし、また、今後、デジタルプ

ラットフォームに関する規制の拡充・強化やガイドラインの新設がされる可能性もありますので、関連する事業者
においては、引き続き取引透明化法及び取引デジタルプラットフォーム法の施行の状況や新たな規制等にむけた議
論の状況について注視する必要があると思われます。 
 

 
2022年 1月 5日 

 
 

 
  
                             
13 販売業者等に関する情報の具体的な内容については、内閣府令で定めるものとされています（取引デジタルプラットフォーム法第 5
条第 1項）。 
14 例として、EU消費者保護準則の実効性強化及び現代化に関する指令（EU）2019/2161（Directive (EU) 2019/2161 of the 
European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Council Directive 93/13/EEC and Directives 
98/6/EC, 2005/29/EC and 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council as regards the better enforcement 
and modernisation of Union consumer protection rules）やビジネス・ユーザーのためのオンライン仲介サービスの公正性及び透
明性の促進に関する規則 2019/1150（Regulation (EU) 2019/1150 of the European Parliament and of the Council of 20 June 
2019 on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services）が挙げられます。 
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